
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
及
び
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
に

関
す
る
訓
令
に
関
す
る
報
告

令
和
二
年
十
月



国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
に
報
告
す
る
も

の
で
あ
る
。
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令
（
抄
）
・
・
・
・
・
・

一

２

港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・

二

３

法
務
省
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

三

４

出
入
国
在
留
管
理
庁
職
員
倫
理
規
程

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

六



一

１

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
三
十
六

号
）
（
抄
）

（
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
及
び
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
の
下
に
「
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
」
を
加
え
る
。

一

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号

二

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
一
月
七

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

（
略
）

【
注
記
】
本
政
令
は
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
七
十
七
号

）
第
三
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
。



二

２

港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
十
五
号
）
（
抄
）

（
港
湾
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
派
遣
職
員
に
係
る
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
の
特
例
）

第
十
五
条
の
六

法
第
四
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
（
海
外
社
会
資
本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の
参
入
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
国
派
遣
職
員
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
職
国
家
公
務
員
等
と
み
な

す
。

（
略
）

附

則

こ
の
政
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



三

３

法
務
省
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
平
成
三
十
一
年
法
務
省
人
服
訓
第
百
十
六
号
）

法
務
省
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
法
務
省
人
服
訓
第
六
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
下
記
の
と
お
り
改
正
す
る
。

記

次
の
表
に
よ
り
，
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
，
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付

し
た
規
定
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
利
害
関
係
者
か
ら
除
く
者
）

（
利
害
関
係
者
か
ら
除
く
者
）

第
二
条

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百

第
二
条

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百

一
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
た
だ

一
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
法
務
大
臣
が
訓
令
で
定
め
る
者
は
，
次

し
書
に
規
定
す
る
法
務
大
臣
が
訓
令
で
定
め
る
者
は
，
職



四

に
定
め
る
者
と
す
る
。

員
が
職
務
と
し
て
携
わ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区

分
に
応
じ
，
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

⑴

外
国
人
の
出
国
の
確
認
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
十

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
の
出
国
の
確
認
を
い

う
。
）
を
す
る
事
務

当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
外
国
人

［
号
を
削
る
。
］

⑵

日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
の
確
認
（
出
入
国
管
理
及

び
難
民
認
定
法
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
に

規
定
す
る
日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
の
確
認
を
い
う
。

）
を
す
る
事
務

当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
な
日
本
人



五

公
共
事
業
と
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契

⑶

公
共
事
業
と
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契

約
の
相
手
方
の
う
ち
，
水
道
事
業
者
及
び
日
本
放
送
協

約
を
締
結
す
る
事
務

公
共
事
業
と
し
て
提
供
さ
れ
る

会

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
の
相
手
方
の
う
ち
，
電
気
供
給

事
業
者
，
ガ
ス
供
給
事
業
者
，
水
道
事
業
者
及
び
日
本

放
送
協
会

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
，
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



六

４

出
入
国
在
留
管
理
庁
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
三
十
一
年
入
管
庁
総
訓
第
七
号
）

出
入
国
在
留
管
理
庁
職
員
倫
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

出
入
国
在
留
管
理
庁
職
員
倫
理
規
程

（
総
則
）

第
一
条

出
入
国
在
留
管
理
庁
の
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
に
つ
い
て
は
，
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
訓
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
利
害
関
係
者
か
ら
除
く
者
）

第
二
条

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
出
入
国
在
留
管

理
庁
長
官
が
訓
令
で
定
め
る
者
は
，
職
員
が
職
務
と
し
て
携
わ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
，
当
該
各
号

に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

外
国
人
の
出
国
の
確
認
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
の
出
国
の
確
認
を
い
う
。
）
を
す
る
事
務

当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
な
外
国
人



七

二

日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
の
確
認
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
に
規
定
す

る
日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
の
確
認
を
い
う
。
）
を
す
る
事
務

当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

な
日
本
人

三

公
共
事
業
と
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
を
締
結
す
る
事
務

公
共
事
業
と
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
契
約
の
相
手
方
の
う
ち
，
水
道
事
業
者
及
び
日
本
放
送
協
会

附

則

こ
の
訓
令
は
，
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



一

（
参
考
）

新
旧
対
照
表

○

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
の
書
籍
等
の
監
修
等
に
対
す
る
報
酬
の
受
領
の
禁
止
）

（
特
定
の
書
籍
等
の
監
修
等
に
対
す
る
報
酬
の
受
領
の
禁
止
）

第
六
条

職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
書
籍
等
（
書
籍
、
雑
誌
等
の
印
刷
物
又
は
電

第
六
条

職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
書
籍
等
（
書
籍
、
雑
誌
等
の
印
刷
物
又
は
電

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
に
よ
り
文
字
、
図
形
、
音
、
映
像
若
し
く
は
電
子
計
算
機
に

で
き
な
い
方
式
に
よ
り
文
字
、
図
形
、
音
、
映
像
若
し
く
は
電
子
計
算
機
に

用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
監
修
又
は

用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
監
修
又
は

編
さ
ん
に
対
す
る
報
酬
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

編
さ
ん
に
対
す
る
報
酬
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

一

補
助
金
等
又
は
国
が
直
接
支
出
す
る
費
用
（
行
政
執
行
法
人
の
職
員
に

一

補
助
金
等
又
は
国
が
直
接
支
出
す
る
費
用
（
行
政
執
行
法
人
の
職
員
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
属
す
る
行
政
執
行
法
人
が
支
出
す
る
給
付
金
（
補
助
金

あ
っ
て
は
、
そ
の
属
す
る
行
政
執
行
法
人
が
支
出
す
る
給
付
金
（
補
助
金

等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る

等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
直
接
支
出
す
る
費
用
）
を
も
っ
て
作

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
直
接
支
出
す
る
費
用
）
を
も
っ
て
作

成
さ
れ
る
書
籍
等
（
国
の
機
関
（
内
閣
官
房
、
内
閣
法
制
局
、
人
事
院
、

成
さ
れ
る
書
籍
等
（
国
の
機
関
（
内
閣
官
房
、
内
閣
法
制
局
、
人
事
院
、

内
閣
府
本
府
、
宮
内
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、
警
察
庁
、
個
人
情
報
保
護

内
閣
府
本
府
、
宮
内
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、
警
察
庁
、
個
人
情
報
保
護

委
員
会
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
、
金
融
庁
、
消
費
者
庁
、
各
省
及
び
会
計

委
員
会
、
金
融
庁
、
消
費
者
庁
、
各
省
及
び
会
計
検
査
院
を
い
う
。
以
下

検
査
院
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の

職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
属
す
る
国
の
機
関
が
所
管
す
る
行
政
執
行
法
人
が

属
す
る
国
の
機
関
が
所
管
す
る
行
政
執
行
法
人
が
支
出
す
る
給
付
金
又
は

支
出
す
る
給
付
金
又
は
直
接
支
出
す
る
費
用
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
書
籍

直
接
支
出
す
る
費
用
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
書
籍
等
を
、
行
政
執
行
法
人

等
を
、
行
政
執
行
法
人
の
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該
行
政
執
行
法
人
を
所
管

の
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該
行
政
執
行
法
人
を
所
管
す
る
国
の
機
関
が
支
出

す
る
国
の
機
関
が
支
出
す
る
補
助
金
等
若
し
く
は
直
接
支
出
す
る
費
用
又

す
る
補
助
金
等
若
し
く
は
直
接
支
出
す
る
費
用
又
は
当
該
国
の
機
関
が
所

は
当
該
国
の
機
関
が
所
管
す
る
当
該
行
政
執
行
法
人
以
外
の
行
政
執
行
法

管
す
る
当
該
行
政
執
行
法
人
以
外
の
行
政
執
行
法
人
が
支
出
す
る
給
付
金

人
が
支
出
す
る
給
付
金
若
し
く
は
直
接
支
出
す
る
費
用
を
も
っ
て
作
成
さ

若
し
く
は
直
接
支
出
す
る
費
用
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
書
籍
等
を
含
む
。

れ
る
書
籍
等
を
含
む
。
）

）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



二

○

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
国
派
遣
職
員
に
係
る
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
の
特
例
）

第
十
五
条
の
六

法
第
四
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
（
海
外
社
会
資
本
事
業
へ

（
新
設
）

の
我
が
国
事
業
者
の
参
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四

十
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
国
派
遣
職
員
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二

年
政
令
第
百
一
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
家
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
特
別
職
国
家
公
務
員
等
と
み
な
す
。



三

○

法
務
省
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
法
務
省
人
服
訓
第
六
百
七
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
利
害
関
係
者
か
ら
除
く
者
）

（
利
害
関
係
者
か
ら
除
く
者
）

第
二
条

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
。
以
下
「
政
令
」
と

第
二
条

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
。
以
下
「
政
令
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
法
務
大
臣
が
訓
令
で
定
め
る
者
は

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
法
務
大
臣
が
訓
令
で
定
め
る
者
は

，
次
に
定
め
る
者
と
す
る
。

，
職
員
が
職
務
と
し
て
携
わ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
，
当
該
各

号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

⑴

外
国
人
の
出
国
の
確
認
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政

令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
の
出
国
の
確
認
を

い
う
。
）
を
す
る
事
務

当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な

外
国
人

［
号
を
削
る
。
］

⑵

日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
の
確
認
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
条

第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
の
確
認
を
い
う

。
）
を
す
る
事
務

当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
日
本

人

公
共
事
業
と
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
の
相
手
方
の
う
ち
，
水
道

⑶

公
共
事
業
と
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
を
締
結
す
る
事
務

公

事
業
者
及
び
日
本
放
送
協
会

共
事
業
と
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
の
相
手
方
の
う
ち
，
電
気
供

給
事
業
者
，
ガ
ス
供
給
事
業
者
，
水
道
事
業
者
及
び
日
本
放
送
協
会
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